
【市長定例記者会見資料（令和８年５月）】 

４ 認知症の人にやさしいお店・事業所を認証 
認知症になっても安心して暮らし続けることができるまちへ 

 

高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者も同様に増加していくことが想定さ

れることから、磐田市では、認知症になっても住み慣れた地域で、安心して暮

らし続けることができるまちを目指しています。 

新たに、認知症の人とその家族に対し、やさしい接し方や取組みを実践して

いるお店や事業所を「磐田市認知症の人にやさしいお店・事業所」に認証する

制度を創設して、民間事業者の取り組みを推進するとともに、広く市民に周知

することで、行政・事業者・市民が一体となり、認知症になっても安心して地

域で暮らし続けることができる環境づくりに取り組んでいきます。 

 

１ 認証の条件 

次の要件を全て満たすお店等を認証し、「認証ステッカー」を交付します。 

① 従業員の総数の３分の１以上が認知症サポーター養成講座を受講している 

② 定期的に認知症サポーター養成講座を実施、もしくは従業員に対し認知症

に関する知識や対応方法の普及啓発を実施している（していく予定である） 

③ 認知症の人が利用しやすい環境づくりとして、「磐田市認知症の人にやさ 

しい取組みチェックシート」の取組み項目を３つ以上実施している 

④ 本市と地域(高齢者等）見守りネットワーク事業に関する協定を結んでいる 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 認証式の開催について 

本制度の第１号の認証店として、浜松いわた信用金庫の市内店舗を認証する

予定です。認証式を 5 月 25 日㈪午前 9：30 から開催予定で、別途取材メモ

を提供します。 

 

 

担当：福祉政策課 TEL0538-37-4923 
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